
   

 

平成２５年４月１０日 

中 部 地 方 整 備 局 
 
 
 

 
 
 
 
 

～岐阜県内４例目の認定。同一府県内の認定数は全国最多！～

岐阜市の歴史的風致維持向上計画を認定します 
 

   「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（通称：歴史まちづく

り法）」第５条に基づき、岐阜県岐阜市から計画認定申請があった歴史的風致維

持向上計画について、４月１１日に主務大臣（文部科学大臣、農林水産大臣、国

土交通大臣）が認定を行います。これを受け、以下のとおり、赤澤国土交通大臣

政務官が、主務大臣連名の認定証を岐阜市長に交付します。 

  中部地方整備局では、岐阜市の歴史的風致維持向上計画に基づく取組（歴史的

建造物の保存・活用、道路の修景整備等）対し、社会資本整備総合交付金等を用

いた支援を行ってまいります。    

 

認定証交付の日時：平成２５年４月１１日（木） １７：１５～ 

認定証交付の場所：国土交通省（中央合同庁舎３号館）４階 

 赤澤大臣政務官室 

（東京都千代田区霞が関 2-1-3） 

※ 長野県長野市、島根県津和野町についても、同日認定されます。 

 

◎中部における歴史的風致維持向上計画の認定状況 

 

市町村 認定日 

高山市 H21.1.19

亀山市 H21.1.19

犬山市 H21.3.11

恵那市 H23.2.23

美濃市 H24.3.5

明和町 H24.6.6

岐阜市 H25.4.11

 

 



◎歴史的風致維持向上計画の認定について 

「歴史まちづくり法」は、地域の歴史的な風情、情緒を活かしたまちづくりを支援

すべく平成２０年５月に公布され、同年１１月に施行されました。 

この法律は、我が国固有の歴史的建造物や伝統的な人々の活動からなる歴史的風致

について、市町村が作成した歴史的風致維持向上計画を国が認定することで、法律上

の特例や各種事業により市町村の歴史まちづくりを支援するものであり、これまで高

山市、亀山市等３５市町の計画を認定しています。 

 

◎全国における歴史的風致維持向上計画の認定状況  

石川県金沢市

長野県下諏訪町

岐阜県高山市

熊本県山鹿市

高知県佐川町

三重県亀山市

山口県萩市

滋賀県彦根市

愛知県犬山市

岡山県津山市

茨城県桜川市

京都市

茨城県水戸市

滋賀県長浜市

青森県弘前市

群馬県甘楽町

岡山県高梁市

徳島県三好市

福岡県太宰府市

市町村名 認定日

金沢市

H21. 1.19

高山市

彦根市

萩市

亀山市

犬山市

H21. 3.11

下諏訪町

佐川町

山鹿市

桜川市

津山市 H21. 7.22

京都市 H21.11.19

水戸市

H22. 2. 4長浜市

弘前市

甘楽町 H22.3.30

高梁市

H22.11.22太宰府市

三好市

福島県白河市

岐阜県恵那市

島根県松江市

富山県高岡市

長野県松本市

神奈川県小田原市

埼玉県川越市

宮城県多賀城市

市町村名 認定日

白河市

H23. 2.23松江市

恵那市

高岡市

H23. 6. 8
小田原市

松本市

川越市

多賀城市 H23.12. 6

宇治市

H24. 3. 5
大洲市

美濃市

佐賀市

尾道市

H24.6.6
竹原市

明和町

東御市

岐阜市

H25.4.11長野市

津和野町岐阜県美濃市

京都府宇治市愛媛県大洲市

佐賀県佐賀市

長野県東御市

三重県明和町

広島県竹原市

広島県尾道市

長野県長野市

岐阜県岐阜市

島根県津和野町

合計：３８都市

  

◎認定する岐阜市歴史的風致維持向上計画について 

史跡「岐阜
ぎ ふ

城跡
じょうあと

」を含み、岐阜まつり等の祭礼や岐阜提灯等

の伝統工芸が受け継がれ歴史的町割りや建造物が残る岐阜城下

町、1300 年以上続く鵜飼が行われる長良川や鵜匠が住む

鵜飼屋
う か い や

地区の区域を重点区域とし、岐阜公園の再整備、歴史的

建造物の修理・修景に対する助成、長良川鵜飼伝承館における

鵜飼文化の情報発信、岐阜提灯の振興事業等が位置付けられて

います。 
【長良川で行われる鵜飼】 

詳細については、別添資料をご参照下さい。 

 

配布先：中部地方整備局記者クラブ、岐阜県政記者クラブ 

解 禁：４月１１日赤澤国土交通大臣政務官手交後解禁 

 

 
【問合せ先】 

中部地方整備局 建政部 計画管理課 課長 堀口 岳史 / 課長補佐 林 美隆 

                            TEL ０５２－９５３－８５７１ 








